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未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

                                     

企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）    令和元年 ～初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き  蘭は珮後の香を薫す～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新元号「令和」の意味 

新元号「令和」は、日本最古の歌集｢万葉集｣巻 5、梅花の歌32首の

序文にある｢初春の○令月にして、気淑(よ)く風○和ぎ、梅は鏡前の

粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫（かをら）す｣から二文

字をとって命名されました。 

元号の発表に当たり、安倍首相は次のようなことを述べています。 

日本の元号としては 248番目 

最古の元号は飛鳥時代の「大化」です。現在は皇位の継承があった

場合に限り改元が行われますが、昔は様々な理由により改元が行わ

れており、2ヶ月しか使われなかった元号もあります。(別紙参照) 

改元対応と税務 

改元にあたり、気を付けるべき税務のポイントは主に以下の通りです。 

○システム改修 

 ・新元号対応のためのカスタマイズ費用等は全額損金算入可能 

 ・新たな機能の追加など、資産価値が増す場合は減価償却資産と 

  なり、全額損金算入できなくなるので注意が必要となる。 

○消費税について 

 ・簡易課税事業者又は免税事業者について、修繕費用など翌期以

降の費用が多額になる予定であれば、消費税の届出の検討が必

要となる。 

 ○新元号に対応するための備品の購入費（※）も損金にするこ

とができるため、一つずつは少額であっても、まとめて計上

することで節税対策となる。 

   ※平成を二重線で抹消し令和と押印できるはんこ等 

 ○改元記念品の販売 

  制作費用を損金算入できる反面、在庫分は期末棚卸高として 

資産に計上する必要がある。 

 ○「陳腐化」の判断 

  改元記念品は極めて流行性の高い一過性の性質がある商品な 

ので、税務署に陳腐化したと認められる可能性が高い。 

利益が出そうなときに処分することで、節税対策となる。   

○社員に割安で販売する場合 

  給与課税されないように、販売価額が取得価額以上であり、

かつ、通常の販売価額の 70％未満でない必要がある。また、

値引率が役員・社員の全員につき一律であるか、または勤続

年数に応じて全体としてバランスが保たれる範囲内の格差

を設けて定められていなければならない。 

(納税通信 第 3567号 2019年 4月 8日号 より抜粋 ) 

 

 

 

昨年から今年にかけて熊本県の各地で、税務調査が増加していま

す。今回は、国税庁ＯＢの先生が調査対象になりやすい法人につ

いて執筆されていましたのでご紹介させていただきます。 

【1】税務署がよい業績と認める企業 

赤字や収支トントンの決算申告の会社には、税務調査はあまり

ありません。税務調査の本来の目的は税収の確保ですので、適正

に税金を申告納税してもらうことです。したがって、税務調査の

対象に選ぶ企業は、基本、黒字の決算で当初申告において税金を

納税している企業が前提といえます。 

 経営者の方にとって税務調査を受けることはご負担と思います

が、『よい業績を税務署が認めている証左』と、肯定的に受け止め

ていただくこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

【2】税務調査が行われる頻度と周期 

上記の単純な前提による試算では、毎年黒字法人の 1割に税務

調査が行われることになります。悪質な仮想隠蔽がある場合を除

き、税務調査で非違を更生できる年数は原則５年ですので、その意

味では 5年に１回は税務調査が行われる可能性が高いといえます。 

 

 

 

 

 

 

黒字申告法人で対象になりにくい法人もあります 

 

 

 

 

【3】追徴が行われたのは約 75％だが？ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

税務調査があった法人の 4分の 3は何らかの非違が把握され、修

正申告・更生等の追徴是正が行われています。税務署がかなりの精

度で調査必要度を想定・判断しているといえます。 

 悪質な不正計算が把握された件数は、全体調査実施件数のうち 

21 千件（21.4％）に過ぎません。非違件数 73 千件のなかの不正計

算以外の 52 千件（非違件数のなかの 71.2％）は、いわゆる期ズレ

（仮装・隠蔽でない最終期期末の売上の未計上、原価・費用の前倒

し計上）などの非違であったといえるかもしれません。 

（ＭＹ健康経営より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国税庁ＨＰ 平成 29事務年度 調査事績より引用） 

令和(戦争のない平和な時代でありますように) 

税務調査の対象になりやすい法人とは？ 

『令』・・・・立派な、清らかで美しい、おめでたい、喜ばしい 

『令月』・・・何事をするにも良い月、めでたい月 

『和』・・・・穏やかな、争いのない 

人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味

が込められている。悠久の歴史と香り高き文化、四季折々の美

しい自然、こうした日本の国柄をしっかりと次の時代へと引き

継いでいく、厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇

る梅の花のように、一人一人の日本人が明日への希望とともに

それぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本で

ありたいとの願いを込めました。 
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チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 
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【平成 31年 4月入社】 

矢野 貴大（やの たかひろ） 
 

4月より入社致しました矢野貴大と申します。趣味は音楽聞いたり、

YouTubeを視聴したりすることです。二年間、中学高校で講師とし

て勤務しておりましたが、二年前に心機一転し、大原学園で簿記を

学びました。会計事務所での勤務は初めてのことで、わからないこ

とばかりですが、少しでも早く業務がこなせるよう努力して参りま

すので、よろしくお願いします。 
 

 

椎葉 茉央（しいば まお） 
 

4月より入社致しました椎葉茉央と申します。出身は人吉球磨地方で

す。人吉球磨は自然豊かで夏はよく川遊びをしていました。好きな食

べ物は和菓子やチョコレートなどの甘いものです。高校から簿記の勉

強を始め税理士を目標に日々の仕事と勉強を頑張っています。未だ分

からないことが多々ありますが、一日も早く、事務所の一員として貢

献できるよう一生懸命頑張りますので、よろしくお願い致します。 
 

 

【平成 30年 4月入社】 

野﨑 大和（のざき やまと） 
 

昨年の 4月より入社致しました野﨑大和と申します。入社して 1年が

経ちましたが、毎日学ぶことばかりであっという間の 1年だったよう

に感じます。 

まだ、社会経験も浅く、半人前の私ですが他の職員の方々のように信

頼のおける職員になれるように日々研鑽を続けてまいりますので、ど

うぞよろしくお願い致します。 
 

 

【平成 29年 4月入社】 

尾上 真由子（おのうえ まゆこ） 
 

入社して今年で 3年目になりました。特技はそろばん（特に暗算！）

で、そろばんがきっかけで数字や計算の面白さを知り、大学では会計

学を学びました。その延長で、簿記系の資格を取ることを趣味として

います。 

まだまだ勉強不足の私ですが、日々知識やノウハウの蓄積に努め、業

務に精進していく所存です。よろしくお願い致します。 
 

 

 

当事務所お客様限定にて、ソリマチ製品をご検

討中の方にご使用中の疑問等、なんでも“無料”

かつ“個別対応”でお答えします。※先着制 

日時：令和元年 5月 18日(土) 

場所：未来税務会計事務所 3階会議室 

時間：①10：00～11：00 ②14：00～15：00   

メールでの申込となりますのでご注意ください！！ 

申込先：mirai2030-ide@memoad.jp 担当：出(イデ) 

 

 
 

当事務所では、相続・事業承継に関

する様々な疑問にお答えするために、

個別相談会を開催致します。 

日 時：令和元年 5月 15日(水) 

11：00～16：00の中での 1時間

※上記の時間帯は先着順での受付と

なるため、ご希望の時間帯に沿えない場合がございます。予めご

了承ください。             ※詳しくは別紙にて 

※上記日程以降も毎月個別相談会を開催予定としております。ま

た、電話相談は正確なアドバイスができませんので、一切行って

おりません。この機会に是非ご参加下さいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 入 社 員 が 入 り ま し た ！ ソリマチ会計王・給料王 なんでも無料相談会 

今月も無料個別相談会を開催します！ 

 

ＧＷ休暇のご案内 
 

誠に勝手ながら 5月 3日(金)～5月 6日(月)まで、当事務所では 

ゴールデンウィークのため休暇を頂戴いたします。 

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、 

何卒ご容赦いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 


